
個人情報保護に関する基本方針 
 
1 基本的な考え方 
 社会福祉法人清風会平等寺保育園は、社会福祉事業である保育所事業者として、保育園

児やその保護者等に関する個人情報を知り得る立場にあることを踏まえ、個人の人格と人

権を尊重するという理念のもとに個人情報を取り扱います。 
 また、個人情報の取り扱いについては、｢個人情報の保護に関する法律｣（平成 15 年法律

第 57 号）、｢福祉関係事業者における個人情報の適正な取り扱いのためのガイドライン｣（平

成 16 年 11 月厚生労働省）及び児童福祉法等の関係法令を遵守し、その趣旨を十分認識し

たうえで、適正に取り扱っていきます。 
 
２ 運営の基本方針 
（１） 保育台帳、健康診断結果、緊急連絡先などの個人情報を収集し、利用する場合は、

その目的及び意義について保護者等の理解を得たうえで行います。 
（２） 当法人の園児保護者等から、当該本人及び園児の個人情報がどのように取り扱われ

ているかなどについて知りたいという求めがあった場合は、迅速に対応します。 
（３） 個人情報を当初の目的を超えて使用する場合は、法令等に定めがある場合を除き、

あらかじめ保護者等の同意を得たうえで行ないます。 
（４） 守秘義務に関する法令等の規定を遵守します。 
（５） 個人情報保護の管理責任者を定め、適切な管理、監督体制を確立するとともに、問

い合わせや苦情の管理への対応を行なう窓口を設置します。 
 
３ 職員の教育研修 
 個人情報保護の重要性についての意識啓発、個人情報の適切な保護及び保管等について、

職員に対する教育研修を実施します。また、保育実習生、ボランティアの者が個人情報に触

れる場合にあっては、当該者に対しても教育研修を実施します。 
 
４ 安全管理 
 個人情報の収集・利用・提供・移転・廃棄について、当該個人（個人情報自己管理コント

ロール権）を尊重し、収集目的・使用範囲の限定を明示し、適切かつ安全な管理に努めま

す。また、個人情報の改ざん、破棄、紛失、漏洩などが発生しないように最大限の安全の対

策を実施します。 
 
５ 規則の制定 
 個人情報の範囲、個人情報に係る安全管理の概要、保護者等からの開示等の手続、第三者

提供の取り扱いについては「個人情報保護の規程」、苦情等への対応については、別に定め

る｢苦情解決のための窓口などの設置｣において具体的に規定します。 
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（目的） 

第１条 この規定は、社会福祉法人清風会（以下「法人」という。）が保有する個人情報について、

個人情報保護法及び関係法令等により作成した「個人情報保護に関する基本方針」に基づ

き、適正な個人情報の保護を実現することを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この規定における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

（１）「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名、生年月日、  

   その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合す 

   することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。） 

   をいう。 

（２）「本人とは」、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 

（３）「職員等」とは、法人の組織内で指揮監督を受け、個人情報の取り扱いに従事するすべての 

   者であり、雇用関係のある者のみならず、法人役員、派遣労働者、臨時職員等も含むもので 

   ある。 

（４）「個人情報保護コンプライアンス・プログラム」とは、法人が保有する個人情報を保護する 

   ための方針、組織、監査及び見直しを含む法人の仕組みのすべてをいう。 

（５）「機微な情報」とは、特に取り扱いに配慮が必要な個人情報をいう。 

 

（適用範囲） 

第３条 この規定は、当法人の職員等すべてに適用する。 

２  個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合においても、この規定の趣旨に従って、個人 

  情報の適正な保護を図るものとする。 

 

第２章 個人情報の取得 

 

（個人情報の取得の原則） 

第４条 個人情報の取得は、利用目的に明確に定め、その目的達成のために必要な限度においての   

  み行うものとする。 

２  個人情報の取得は、適正かつ公正な方法により行うものとする。 

 

（特定の機微な個人情報の取得の禁止） 

第５条 特定の機微な個人情報は、特に業務に必要なものを除き原則として取得してはならない。 

（取得の手続） 

第６条 業務上、新たに個人情報を取得する場合には、担当者はあらかじめそれぞれの施設の個人 

  情報保護の責任者である園長に、利用目的及び取得方法を届け出て、承認を得るものとする。 

 



（本人から個人情報を取得する場合） 

第７条 本人から直接に個人情報を取得する場合は、本人に対して次の各号に掲げる事項を、書 

  面又はこれに準ずる方法によって通知し、本人の同意を得るものとする。 

（１） 個人情報保護管理者又はその代理人の職、氏名、所属及び連絡先 

（２） 個人情報の取得及び利用の目的 

（３） 個人情報の提供を行う事が予定されている場合は、その目的、当該情報の受領者又は受領者

の組織の種類、属性及び個人情報の取り扱いに関する契約の有無 

（４） 個人情報の取り扱いを委託する事が予定されている場合には、その旨 

（５） 個人情報を与えることは本人の任意であること、及び当該情報を与えなかった場合に本人に

生ずる結果 

（６） 個人情報の開示を求める権利、及び開示の結果、当該情報が誤っている場合に訂正又は削除

を要求する権利の存在、並びに当該権利を行使するための具体的な手続き 

 

（本人以外から個人情報を取得する場合） 

第８条 本人以外から間接的に個人情報を取得する場合は、前条第１号ないし第４条及び第６号に 

  掲げる事項を書面又はこれに準ずる方法によって通知し、本人の同意を得るものとする。 

   ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではない。 

（１） 本人の同意を得ている者から取得する場合 

（２） 個人情報の取り扱いを委託される場合 

（３） 本人の保護に値する利益が侵害される恐れのない場合 

 

第３章 個人情報の移送・送信 

 

（個人情報の移送・送信の原則） 

第９条 個人情報の移送・送信は、具体的な権限を与えられた者のみが、外部流出などの危険を防 

  止するために、必要かつ適切な方法により、業務の遂行上必要な限りにおいてなし得るものと 

  する。 

 

第４章 個人情報の利用 

 

（個人情報の利用の原則） 

第１１条 利用目的の範囲を超えて個人情報を利用する場合は、第７条第１号ないし第４号及び第 

   ６号に掲げる事項を書面又はこれに準ずる方法によって本人に通知し、事前に本人の同意を   

   得るものとする。 

（個人情報の共同利用） 

第１２条 個人情報を第三者との間で共同利用する場合は、園長の承認を得るものとする。 

 

（個人情報の取り扱いの委託） 

第１３条 個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合は、園長の承認を得るものとする。 

２  前項に基づき、個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合は、「個人情報に関する外部委  

  託管理規程」を定め、その手続きに従う。 



 

第５章 個人情報の第三者提供 

 

（個人情報の第三者提供の原則） 

第１４条 個人情報は、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供してはならない。 

２  個人情報を第三者に提供する場合は、第７条第１号ないし第４号及び第６号に掲げる事項を 

  書面又はこれに準ずる方法によって通知し、本人の同意を得るものとする。 

３  前項に基づき個人情報を第三者に提供する場合は、園長の承認を得るものとする。 

 

第６章  個人情報の管理 

 

（個人情報の管理の原則） 

第１５条 個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲において、正確かつ最新の状態で管理するも 

   のとする。 

 

（個人情報の安全管理対策） 

第１６条 園長は、個人情報に関するリスク（個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、 

   改ざん及び漏洩等）に対して、必要かつ適切な安全管理対策を講じるものとする。 

 

第７章  個人情報の開示・訂正・利用停止・消去 

 

（自己情報に関する権利） 

第１７条 本人から自己の情報について開示を求められた場合は、開示した場合の影響等を考慮の

うえ、原則として合理的な期間内にこれに応じるものとする。担当窓口は園長とし、開示請

求を希望する者は、必要な事項（氏名・請求する文書の内容など）を申し出るものとする。 

２  前項に基づく開示の結果、誤った情報があり、訂正又は削除を行った場合は、可能な範囲内 

   で当該個人情報の受領者に対して通知するものとする。 

 

（個人情報の利用又は提供の拒否） 

第１８条 本人から自己の情報について、利用又は第三者への提供を拒否された場合は、当該情報  

   を利用又は提供できなかった場合に生ずる結果を説明したうえで、これに応じるものとする。 

    但し、法令に基づく場合は、この限りではない。 

 

第８章 個人情報の消去・廃棄 

 

（個人情報の消去・廃棄の手続き） 

第１９条 個人情報の消去及び廃棄は、具体的な権限を与えられた者のみが、外部流出などの危険 

   を防止するために必要かつ適切な方法により、業務の遂行上必要な限りにおいてなし得るも 

   のとする。 

 

 



第９章 組織及び体制 

 

（個人情報保護管理者） 

第２０条 理事長は、個人情報保護管理者として園長に対し、法人各施設における個人情報の管理 

   業務を行わせるものとする。 

    なお、法人本部の個人情報は、理事長が管理する。 

２  個人情報保護管理者は、この規定の定めるところにより、個人情報保護に関する内部規定の 

  整備、安全対策の実施、教育訓練などを推進するための個人情報保護コンプライアンス・プロ 

  グラムを策定し、周知徹底などの措置を行う。 

 

（教育） 

第２１条 園長は、個人情報保護コンプライアンス・プログラムの重要性を理解させ、確実な実施 

   を図る為、所要の教育計画及び教育資料に従い、継続的かつ定期的な教育、訓練を行うもの 

   とする。 

 

（監査） 

第２２条 理事長は、各施設における個人情報の管理が、個人情報保護コンプライアンス・プログ 

   ラムに従い適正に実施されているかについて、定期的に園長に報告させる。 

４  理事長は、個人情報の管理について個人情報保護コンプライアンス・プログラムに違反する 

  行為があった時は、園長及び関係者に対して、改善指示を行うものとする。 

５  前項に基づき、改善指示を受けたものは、速やかに適正な改善措置を講じ、その内容を園長 

  及び理事長に報告しなければならない。 

 

（報告義務及び罰則） 

第２４条 個人情報保護コンプライアンス・プログラムに違反する事実又は違反する恐れがあるこ 

   とを発見した者は、その旨を園長に報告する。 

２  園長は、前項による報告の内容を調査し、違反の事実が判明した場合は、遅滞なく理事長に 

  報告し、かつ関係者に適切な措置を行うよう指示するものとする。 

３  個人情報保護コンプライアンス・プログラムに違反した者は、就業規則の定めるところによ 

  り、懲戒に処することがある。 

４  個人情報保護規定などに違反し、個人情報デ―タなどの機密の漏洩に関与した者が、法人に 

  損害を与えた場合は、損害賠償の責を負うものとする。 

 

（苦情及び相談） 

第２５条 理事長は、個人情報及び個人情報保護コンプライアンス・プログラムに関して、当事者 

   からの苦情及び相談を受けて、迅速かつ誠実に対応するものとする。その際、苦情申出人又 

   歯苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができる。 

 

本保育園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記の通り設置し、苦情解決

に努めております。 

 





第１０章  雑  則 

 

（見直し） 

第２６条 理事長は、適切な個人情報の保護を維持する為に、定期的にこの規定の改廃を含む個人 

   情報保護コンプライアンス・プログラムの見直しを、園長に指示をするものとする。 

 

（運用規程） 

第２７条 当法人は、この規定の運用のために必要な細則を定める事ができる。 

 

 

附 則 

  この規定は、平成２０年４月１日から施行する。 

  この規定は、平成２４年１０月１日から施行する。 

  この規定は、令和 4年１０月１日から施行する。 
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